R030222時点

平面図事前送付票【共同生活援助事業所用】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　年　　月　　日
相模原市長　殿
◎平面図と併せて本票を郵送にて送付してください。
	法人
	名称
	

	
	担当者
	

	
	連絡先
	ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／　　FAX：

	事業所
	名称
	

	
	サービス類型
	□介護サービス包括型　　□日中サービス支援型　　□外部サービス利用型

	
	開設予定日
	　　　　　年　　　　　月　　　　　日

	
	利用定員
	共同生活住居１
	定員
	　　　　　人

	
	
	
	住所
	相模原市

	
	
	共同生活住居２
	定員
	　　　　　人

	
	
	
	住所
	相模原市

	
	
	共同生活住居３
	定員
	　　　　　人

	
	
	
	住所
	相模原市

	建物
	形態
	□賃貸物件または所有物件

	
	
	□新築
	着工予定日：　　　年　　　月　頃
完了予定日：　　　年　　　月　頃

	
	建築年度
※新築を除く
	□昭和　・　□平成　・　□令和　（　　）年度　→　□昭和５７年度以降
□昭和５６年度以前 ※新耐震基準を満たすこと

	
	基本情報
	ブロック塀の有無　　　：　□有　　　□無
各種警戒区域の該当 ：　□有　　　□無

	
	都市計画区域
	市街化調整区域の該当　：　□有　　　□無
※市街化調整区域は福祉施設の設置制限あり（区域の詳細は市ホームページ）

	
	面積等
	事業所として使用する面積（共有部分も含む）：（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）㎡

→面積が200㎡を超えている   □はい　※用途変更の手続きが必要（相模原市建築審査課） □いいえ


２ページ目に続く
※　下の項目をチェックした上で、送付してください。

	チェック欄
	チェック内容
	備　考

	□
	内法で計測し、寸法、縮尺および面積を記載している。
※書き方については、「障害福祉情報サービスかながわ」の書式ライブラリ＞４．相模原市からのお知らせ＞新規指定申請様式等＞添付書類の参考様式１（記載例）を参考にしてください。
	

	□
	各居室や風呂、トイレ、洗面所、台所、居間及び食堂を記載している。
	

	□
	居室については、収納スペースを除き、１室あたり7.43㎡以上になっている。
	

	□
	居間及び食堂については、利用者及び従業員が一同に会するのに十分な広さを確保している。
	

	□
	夜間支援従事者（夜勤または宿直）を配置する場合は、従業員が待機するスペースを別途確保し、図面に明記している。
	

	□
	利用者の送迎が安全・スムーズに行えるよう、駐車スペースを確保している。

※原則、敷地内で乗降させることが望ましい。
	

	□
	関係法令(建築基準法、消防法等)の適合を担当部署に確認している。
	

	□
	「神奈川県みんなのバリアフリー街づくり条例」に基づく協議等について、事前相談等を行っている。
〇市ホームページ（建築・住まい政策課）
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shisei/machitsukuri/kaihatsu/1004776.html
	

	□
	利用者が地域での生活をスムーズに開始できるよう、近隣住民に説明を行っている（予定している）。
	

	□
	【浸水想定区域または土砂災害警戒区域に所在している場合】
指定日までに避難確保計画の策定を予定している。
〇市ホームページ（危機管理課）
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/bousai/1008638/1014872.html
	

	□
	【１回２０食以上を提供する場合】

指定日までに食品衛生法に基づく届出を予定している。
〇市ホームページ（生活衛生課）

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/kenko/shokuhin/1020842.html
	

	≪確認事項≫　※設備に関して申請前に確認しておきたい事項等がある場合に記載してください。


※設備基準を満たしているか否かは、指定申請時に写真や現地での確認等を経て総合的に判断します。

＜提出先＞


　〒２５２－５２７７


　相模原市中央区中央２丁目１１番１５号


　相模原市健康福祉局地域包括ケア推進部福祉基盤課


※郵送の際は、封筒に「（指定申請予定のサービス名）平面図事前送付票　在中」と記載してください。　
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